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 (6)  苦情対応 

都市公園の利用に関する苦情対応の基本的な考え方と対応の仕組みについて具体的に示してく ださい。  

（ ６） 苦情対応

当公園・ 緑地における苦情対応は、 緑化協会の次の指針等に準じて、 コンソーシアムで統一

した対応を行います。  

（ ６） －１ 苦情等対応の基本的な考え方

公共施設の管理運営は利用者や地域住民に満足いただけるサービスを行うことが基本であ

り、 利用者の要望、 苦情等（ 以下、 ｢苦情等｣といいます。） を正確に聴き取り、 素早く 的確に

対応し、 問題や課題の解決をするとともに、 苦情等を管理運営の改善に反映させます。  

（ ６） －２ 苦情等対応の具体的な手順

① 苦情等の受付、 責任・ 担当部署等

ａ  電話や窓口で受けた苦情等は、 原則として最初に受けたスタッフが、 その場で対応

します。  

ｂ  最初に受けたスタッフが回答しかねるような場合は、 マネージャーが対応します。  

ｃ  現地の公園・ 緑地で対応が困難な場合は、 緑化協会事業課担当課長が対応して判断

し、 苦情の内容により、 必要に応じてコンソーシアムスタッフに引き継ぎます。  

ｄ  当コンソーシアムの苦情等が、 緑化協会の他の部署に寄せられた場合でも、 申し出

を受けた部署で苦情等を受け付けます。  

なお、 電子メール、 アンケート ボックスなどに寄せられた苦情等については、 マネ

ージャーが内容を整理し、 報告や改善等の必要な対応を取ります。  

② 対応手続文書の整備・ 活用

ａ  苦情等の対応手続を定めた「 苦情等対応

報告票」 に基づき、 記録・ 報告します。  

ｂ  「 苦情等対応報告票」 は緑化協会事務局

で決裁し、 苦情等を受けた公園・ 緑地は、

緑化協会事務局からの指示事項等がある

場合は直ちに取り組みます。  

ｃ  決裁された「 苦情等対応報告票」 は当公

園・ 緑地だけでなく 、 他の公園・ 施設の

スタッフ及びコンソーシアム各社で共有

し、 運営の改善につなげます。  

③ スタッフの基本姿勢

ａ  速やかに対応します。  

ｂ  差別や特別扱いはしません。   

ｃ  改善可能なものは、 できるだけ迅速に行います。  

緑化協会の苦情等対応報告票
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ｄ  スタッフは、 各自が当コンソーシアムを代表する心構えで対応します。（ 担当外と

いう考え方はしない）  

ｅ  言い分や申し出を、 最後までよく 聴きます。（ 全面否定しない）  

ｆ  利用者の気持ちを尊重します。（ 利用者の立場に立つ）  

ｇ  情報を正しく 伝えます。（ 隠したり、 ごまかしたりしない）  

ｈ  落ち着いて対応します。（ 感情的にならない）  

ｉ  利用者に物質的･金銭的･時間的な負担をかけません。  

ｊ  誠心誠意対応し、 申し出とその内容に感謝の気持ちを持ちます。  

ｋ  組織として対応し、 利用者からの理解に努め、 管理運営の改善につなげます。  

④ 全スタッフの理解

苦情等への的確な対応のため、 研修等により、 次の事項について全スタッフが理解する

よう徹底します。  

ａ  苦情等に対する「 基本姿勢」 を理解します。  

ｂ  「 苦情等対応報告票」 の内容を理解し、 記録・ 報告します。  

ｃ  スタッフは、 利用者と常に良好なコミ ュニケーショ ンを取るよう努め、 日ごろから

利用者が意見や要望、 苦情等を言いやすい雰囲気を保ちます。  

⑤ 札幌市への報告等

ａ  苦情等の対応結果及び経過等について、 札幌市に報告します。  

ｂ  市政に関し、 指定管理者の業務とは関係のない苦情等が公園に寄せられた場合には、

速やかに札幌市へ報告します。  

ｃ  札幌市への苦情等に関して、 札幌市から指示があった場合は、 必要な調査・ 報告を

行い、 その後の指示に従います。  

⑥ 苦情主への回答

ａ  苦情主から、 対応結果等について回答を求められた場合は、 誠意を持って丁寧に回

答します。  
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（ ６） －３ 苦情等の対応システム・ フロー

苦情等発生（ ステージ１ ）

・ 対応者の所属と氏名を名乗り、 不快な思いをさせたことに対して謝罪します。  

・ その後、 申出者からの話をよく 聴きます。  

把握・ 確認（ ステージ２ ）

・ 苦情等の内容と原因を正確に把握・ 確認します。  

・ 必要に応じて状況の撮影や、 第三者の視点からの証言を得る等した上で、 申し出内容と

実態等を「 苦情等対応報告票」 の記載事項に基づき記録します。  

対応方法検討（ ステージ３ ）

・ 苦情等の原因を特定し、 対応方法を検討します。  

・ 対応が困難な場合には、 申出者の了解を得て、 上司等が代わって対応します。  

提案・ 約束（ ステージ４ ）

・ 考えられる対応方法について提案します。  

・ 対応または回答に時間を要する場合は、 回答期限を伝え、 了解を得ます。  

・ 連絡先等を確認します。  

実行・ 報告・ 謝意（ ステージ５ ）

・ 迅速に実行し、 結果を申出者に報告します。  

・ 苦情等が改善につながったことに対して、 感謝を表明します。  

結果報告（ ステージ６ ）

・ 対応結果を組織内で共有し、 全体の改善につなげます。  
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(7)  記録・ モニタリング・ 報告・ 評価 

記録・ モニタリング・ 報告・ 評価に関する基本的な考え方を示してく ださい。  

また、 セルフモニタリングの実施について、 具体的な方法、 仕組みを示すとともに、 利用者アンケー

ト における「 総合満足度」、「 接遇満足度」 の目標値を示してく ださい。  

（ ７） 記録・ モニタリング・ 報告・ 評価

（ ７） －１ 記録・ モニタリングに関する基本的な考え方

① 記録に関する基本的な考え

ａ  当公園・ 緑地の仕様書等に定めのある書類は、 適切に記録・ 整理・ 保管します。  

ｂ  日常業務の内容、 利用状況に関するト ピックや写真など、 仕様書に定めのない記録

についても整理・ 保管し、 今後の業務や利用促進・ サービス向上に役立てます。  

ｃ  維持管理業務の記録をスタッフ全員で共有し、 効率的かつ効果的な管理運営に役立

てます。  

② モニタリングに関する基本的な考え

ａ  当公園・ 緑地の管理運営に関する自己評価と、 利用者や市民からの苦情・ 要望・ 意

見を基にした評価を、 継続的な業務改善のために活用します。  

ｂ  アンケート 等により、 積極的に利用者の意見を把握し、 利用の傾向やニーズを捉え、

それらを当公園・ 緑地の管理運営に反映します。  

ｃ  利用者や市民からの苦情・ 要望・ 意見を真摯に受け止め、 迅速かつ適切に対応しま

す。 また、 これらの苦情等を運営や施設の改善につなげることにより、 利用者や市

民が当公園・ 緑地の良き理解者や支援者となっていただけるよう努めます。  

③ 報告に関する基本的な考え

ａ  仕様書に定めのある届出・ 報告書類等に関しては、 適切に集計・ 整理し、 期日まで

に札幌市に提出します。  

ｂ  利用者からの苦情・ 要望・ 意見や、 当公園・ 緑地で発生した事故などについては、

速やかに札幌市に報告し、 事態の収拾と改善に向けた方策を協議・ 検討し、 利用者

サービスの向上と管理運営の改善に努めます。  

ｃ  報告事項に関しては、 当公園・ 緑地スタッフに周知するとともに、 当公園・ 緑地の

管理運営における基礎情報としてコンソーシアム内で活用します。  

④ 評価に関する基本的な考え

ａ  モニタリングの結果を分析し、 計画や目標に対して乖離がある場合や、 計画自体に

対して是正を要する場合には改善を行い、 継続的な管理の質の向上を図ります。  

ｂ  評価に関しては、 当公園・ 緑地に従事するスタッフや、 緑化協会の他の公園スタッ

フ等からも意見を聴取し、 組織として公正に判断します。  
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（ ７） －２ セルフモニタリングの具体的な実施方法

① アンケート ボックスの設置とイベント 時のアンケート 調査の実施

公園入口にアンケート ボックスを設置して、 公園利用者からの意見・ 質問・ 要望・ 苦情

等を把握し、 利用者の声に対する真摯な対応に努めます。 また、 公園の利用者層や利用満

足度、 管理運営に対する意見等を把握するため、 イベント 等開催時にもアンケート 調査を

行います。 これを管理運営や企画の改善に反映させ、 効率的、 効果的な利用者サービスに

つなげます。  

② 利用者アンケート の設問項目

アンケート の設問項目としては、 来園目的、 来園頻度、 情報入手の手段、 お住まい、

性別、 年齢、 同行者数、 公園の総合満足度、 スタッフの接遇に関する満足度、 イベント

の満足度等を設けます。  

 このうち、 満足度に関する設問については、 仕様書に従い、 次の５ つの選択肢を設

けます。  

・ 公園の総合的な満足度 

「 とても満足」、「 まあ満足」、「 普通」、「 少し不満」、「 不満」  

・ 公園スタッフの接遇に関する満足度 

「 大変良かった」、「 まあ良かった」、「 普通」、「 あまり良く なかった」、「 悪かった」  

なお、  アンケート に際して、 不必要な個人情報は取得しません。  

③ 利用者満足度の目標値

満足度の目標値は、 下記のとおり仕様書の要求水準より高く 設定し、 より多く の利用

者に満足していただけるよう、 アンケート 結果等を活用して取り組みます。  

当公園・ 緑地の総合満足度 ： 目標値 ７５％ （ 要求水準 ７０％）

有効回答総数に対する「 とても満足」 +「 まあ満足」 の割合 

接遇に関する満足度 ： 目標値 ８５％ （ 要求水準 ８０％）

有効回答総数に対する「 大変良かった」 +「 まあ良かった」 の割合
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３ 施設・ 設備等の維持管理に関する業務の実施内容

(1)  維持管理業務計画

管理業務の仕様書に示す「 施設、 設備等の維持に関する管理」 業務の具体的な実施要領、 年度別の実

施計画を示してく ださい。  

特に、 安全性や市民サービスの向上、 管理経費の節減に結びつく 工夫の内容について、 積極的にアピ

ールしてく ださい。  

３ 施設・ 設備等の維持管理に関する業務の実施内容

（ １） 維持管理業務計画

（ １） －１ 総括的事項

利用者等の安全確保と利便性・ サービスの向上

a すべての業務は、 利用者、 通行者、 近隣住民の安全を最優先して実施します。  

b 業務は、 公園・ 緑地の利用の支障にならないよう配慮して実施するとともに、 利用

者に影響がある場合は、 しっかり周知します。  

c 事故や災害発生時には、 正確な情報を速やかに把握するとともに、 緊急時に迅速か

つ適切に対応できる体制を確保します。 また、 被災者が発生した場合は、 救護等の

応急措置を講じるほか、 状況に応じて緊密に関係機関と連絡を取り対処します。  

【 具体的な取組】

① 安全教育による事故の未然防止

a 年度当初に、 全スタッフを対象とした安全教育を実施します。 そして、 常勤スタッフ

は普通救命講習を受講し、 AED の取扱いを習得します。 また、 作業従事者には、 年

度当初に全スタッフを対象とした安全教育を実施します。 また、 普通救命講習又はＡ

ＥＤの取扱い研修を実施します。 また、 作業機械操作・ 運転の安全講習を実施し、 誤

操作による事故を防止します。 特に作業における安全対策は以下のマニュアル（ 一部

抜粋） を用いてスタッフ全員に教育し、 作業における事故を防止します。  

【 安全作業マニュアル】（ 一部抜粋、 芝刈について）  

行為 機械 取扱注意事項

芝刈

共通 

機械は有資格者かつ選任された者以外は使用しない。  

機械を停止する場合は、 必ずエンジンを切る。 鍵を外し

所定の場所に保管する。 点検は必ず機械の完全停止を確

認してから行う。  

使用前に機械点検を行う。 異常があれば使用しない。  

安全装置が適正に作動するか点検する。 装置の取り外し

や加工はしない。  

刈払機 

作業は２人１組で行い、 飛散防止ネット を使用する。  

ヘッド 部分は適正に装着されているか、 止め具に緩みは

ないか点検する。  
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乗用式芝刈機

駐停車時はエンジンを切り、 サイド ブレーキやペダルロ

ック等により、 車体が動かないようにする。  

前進・ 後進等、 ペダルやレバーの操作がわかりにく い機

械については、 誤操作防止の注意喚起表示をする。  

自走式芝刈機
走行クラッチ、 刈刃クラッチレバーは適正に作動するか

点検する。  

b 朝のミ ーティ ング時に、 マネージャーが園内の状況確認と必要な処置を指示するほか、

危険予知活動を全スタッフで行い共有します。 また、 作業機械については、 日常・ 定

期点検を実施し、 整備不良による事故を未然に防ぎます。  

c 当公園・ 緑地で作成しているハザードマップや、 各現場のヒヤリ・ ハット 事例集を活

用して安全意識を徹底させ、 事故等の未然防止に努めます。  

d 緑化協会の安全衛生委員会における事故検証や安全対策を当公園・ 緑地の全スタッフ

で共有し、 労働安全衛生に対する意識を高めます。  

② 安全管理の体制づく り

a 当コンソーシアムでは、 中島公園管理事務所・ 豊平川緑地パークゴルフ場受付２ 箇

所（ 営業期間中）・ 徒渉池管理小屋（ 営業期間中） に AED を設置しており、 当公

園・ 緑地は応急手当協力施設として｢さっぽろ救急サポーター｣に登録されています。  

b 湿布・ 消毒薬・ 絆創膏・ ガーゼ・ 傷薬・ 包帯なども常備します。

c 巡回・ 作業等の際に得られた安全にかかわる情報や、 利用者や地域住民から寄せら

れたヒヤリ・ ハット 情報などについてはハザードマップに反映し、 安全管理の強化

につなげます。  

③ 周知・ 告知による安全確保

a 事故・ 災害等の発生時には、 園内放送等で利用者に注意喚起を行い、 スタッフによ

る避難誘導を行うとともに、 被災施設の利用禁止措置や危険箇所への立入禁止措置

を講じるとともに看板等で周知し、 被害の拡大や二次災害の発生を防ぎます。  

b 当コンソーシアムが作成したハザードマップをホームページや掲示板等で市民に周

知します。 また、 公園・ 緑地内の状況の変化や利用者の声などを受けて随時更新し、

安全に関する最新情報を提供します。  

c 草刈や樹木剪定等で利用規制が必要な場合は、 作業予定日時や実施区域をホームペ

ージ等で周知するほか、 現場には作業表示板やセーフティ コーンを配置するなど利

用者の安全を確保します。  

法令遵守・ 利用指導による公正とサービス向上

a 公園・ 緑地内の維持管理業務は、 法令等を遵守し、 必要な資格を持つ者が作業を行

います。  

b 拾得物・ 遺失物は、 遺失物法に基づき適正に取り扱います。 対応マニュアルにより、

拾得物台帳に記載した上で、 警察署に届けます。  
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c 公園・ 緑地内で不審物が発見された際には、 直ちに警察に通報し、 指示を仰ぐなど

適切に対応します。  

d 違法行為や危険行為を発見した場合、 又は施設や設備の不適切な利用が認められた

場合には、 公園・ 緑地の保全と安全・ 快適な利用のため適正な利用を指導します。  

【 具体的な取組】

① 法令遵守（ 有資格者等による作業の徹底等）

a 高所作業車や重機など、 資格が必要な機械等は、 有資格者以外の操作は行わないこ

とを徹底します。  

b 法令等で義務付けられている点検・ 保守管理作業は、 専門業者や有資格者により行

うことを徹底します。  

② 不正利用・ 違法行為の是正

a 公園・ 緑地内で不法占用を発見した場合には、 丁寧に注意・ 指導を行い是正します。

占用許可を得ている物件については、 必要に応じて設営・ 撤去時に立会を行い、 土

地や施設の破損・ 損傷が起きないよう確認します。 もし、 破損等が確認された場合

は、 速やかに札幌市に報告します。  

b 当緑地ではバーベキュー・ 花火等の火気使用及びごみの投棄が問題となっています。

現在も根本的な解決に至っていませんが、 看板設置や直接の指導など、 根気強く 対

応を継続するほか、 新たな対策についても検討・ 実施に努めます。 そのほか、 犬の

ノーリード・ フンの放置、 動植物の採取・ 遺棄、 野生動物への給餌行為などの利用

マナーに反する行為や、 施設・ 設備の不適切な利用を発見した場合には、 適正な利

用を指導します。 また、 不法占拠や荷物等の残存物が確認された場合は、 札幌市の

担当課や警察へ協力を要請します。  

損害賠償保険の加入

当公園・ 緑地を管理する中で、 当コンソーシアムの管理上の瑕疵により、 札幌市又は第三

者に損害を与えた場合に備えて、 次の損害賠償保険に加入します。  

期 間： 令和５年４月１日～令和10 年３月３１日（ 契約は1 年毎）  

保険の種類 保険対象 補償内容

施設賠償責任保険 公園利用者・ 公園施設 

対人      1 億円 

事故     4 億円 

対物     5 千万円 

任意自動車保険 

（ 連絡車両・ 作業車両）  
搭乗者・ 第三者 

対人         無制限 

対物      無制限 

家財保険 設備・ 什器備品 補償金額   1 千万円 

レクリエーショ ン保険 

当コンソーシアム主催の

イベント ・ 観察会等の参

加者 

死亡・ 後遺障害 

入院・ 通院への補償 
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連絡体制の確保

公園・ 緑地内の掲示板等に管理事務所の電話番号を表示し、 緊急時に公園利用者が通報し

やすい環境を整えます。  

また、 スタッフ間では緊急時連絡網の情報を共有し、 緊急時には携帯電話により迅速な連

絡が取れる体制を確保します。  

（ １） －２ 施設・ 設備の維持管理

建物・ 工作物管理

【 基本的な考え】

公共の施設である当公園・ 緑地を安心して快適に利用していただく には、 施設等の安全

を確保することが大前提です。 当コンソーシアムでは、 施設の保守点検・ 修繕、 スタッフ

の安全教育、 事故発生時の対応訓練などにより、 安心して公園を利用していただけるよう

努めます。 また、 公園利用中や管理作業におけるヒヤリ・ ハット 事例を収集し、 スタッフ

にはミ ーティ ングにおいて啓発を図ります。  

① 作業計画と修繕履歴

作業計画に基づき、 以下の施設・ 工作物について必要な保守点検・ 補修・ 部品交換等を

行います。  

公園内の管理事務所・ 公衆ト イレなどの建物や、 遊具・ ベンチ・ 四阿・ パーゴラ・ 水飲

み台・ 園路灯・ 彫刻・ 看板・ 日本庭園門扉などの工作物、 日本庭園滝ポンプ設備、 併せて

豊平川緑地（ 上流地区） 内のパークゴルフ場受付所（ プレハブ） や、 仮設ト イレ・ パーゴ

ラ・ 四阿・ 遊具・ ベンチ・ 看板などの工作物、 ウォーターガーデンポンプ設備等。  

なお、 修繕・ 部品交換等が発生した際には、 修繕履歴を記録し、 以降の更新・ 修繕計画

に反映させて効率化を図ります。  

② 点検による安全・ 機能確保

各建物・ 工作物・ 設備に関しては、 日々の巡回を通して行う日常点検のほか、 管理基

準・ 指針や法律等により定められた点検を計画的に行います。  

また、 必要に応じて精密点検を行うことにより、 異常箇所の早期発見と、 安全かつ正常

な機能確保に努めます。  

故障や破損等が発生した場合は、 利用状況等に応じて緊急性と重要性を判断し、 適切な

措置を行い、 公園利用者の安全と施設の正常機能を確保します。  

③ 施設の長寿命化

公園・ 緑地内施設の長寿命化によるト ータルコスト の節減を図るため、 耐用年数や利用

頻度に対応するとともに、 修繕履歴を活用した長期的視点による部品交換や補修・ 修繕計

画を立て、 計画的な予防保全に取り組みます。  
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また、 今後も公園・ 緑地整備費・ 維持費の潤沢な確保は難しいと考えられることから、

施設・ 工作物の修繕・ 改修の際には、 目的や機能を損なわない範囲で維持管理費の節減に

つながる製品・ 資材への転換を図ることを札幌市に提案し、 協議します。  

④ バリアフリー化・ ユニバーサルデザイン化

障がい者、 乳幼児連れ、 高齢者などを含めの様々 な利用者からの声を聞き、 誰もが利用

しやすい公園・ 緑地となるよう、 バリアフリー・ ユニバーサルデザインの視点を取り入れ

た維持管理に努めます。  

園路接続部の不陸や段差解消のほか、 ベンチ・ 水飲み台などの休養施設の利用しやすさ

に配慮するほか、 海外からの旅行者も多く 訪れる当公園・ 緑地ではピクト グラムや外国語

のサインの充実に努めます。  

上記に関して、 大規模な改修が必要となる場合には、 専門家の意見も確認した上で札幌

市に提案・ 協議し、 バリアフリー化・ ユニバーサルデザイン化の推進に努めます。  

⑤ 類似事例のフィ ードバック

国や道、 札幌市からの事故事例等の通知や、 インターネット 等により、 幅広く 類似施設

の情報を収集し、 破損や故障等への対応に活用します。 また、 緑化協会が指定管理者とし

て管理運営する他の公園の類似施設の破損・ 修繕情報を共有し、 点検・ 修繕計画にフィ ー

ドバックします。  

⑥ 清潔と美観の維持

当公園は札幌の顔として、 市民や観光客が多数訪れる場所となっています。 また、 当緑

地は河川を中心に清涼感と解放感溢れる親水空間として市民に親しまれています。 これら

の特性を損なうことのないよう、 園内を清潔に保ち、 併せて美観の維持に努めます。  

季節・ 曜日・ 天候・ イベント の開催等により、 ごみや落ち葉の発生量、 汚れ度合いが大

きく 変動します。 作業体制・ 重点箇所・ 時間帯・ 回数等の年間清掃計画を立てた上で、 柔

軟かつ効率的・ 効果的に行うことで、 園内を清潔に保ち美観の維持向上に努めます。  

また、 園地清掃は、 草花・ 樹木を損傷させないよう注意を払いながら、 ごみ・ 落葉・

枝・ 石を分別して拾い集め、 建物・ 工作物周りを除草し、 適正に処理します。  

なお、 雑草や落葉、 枯枝については、 再資源化に努めるとともに、 利用者にごみの持ち

帰りの協力を呼びかけ、 環境負荷の低減にも取り組みます。  

⑦ 市民との協働

維持管理の基本的要素である清潔さと美観の維持について、 公園利用者や近隣住民・ 各

種団体の協力を得て取り組みます。 多く の方が公園の清潔・ 美観維持に関わることにより、

管理コスト の削減だけではなく 、 公園に対する愛着心を育むことにつなげたいと考えます。

また、 このような協働体制と雰囲気づく りが、 後述する不法行為の抑制にも繋がることを

期待します。  
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【 中島公園・ 豊平川緑地（ 上流地区） 共通の施設管理】

① 遊具

a 日常点検： グリーンシーズンには、 スタ

ッフが毎日の巡回時に目視・ 触診点検を

行い、 異常箇所、 故障等を発見します。  

b 月次点検： グリーンシーズンには、 スタ

ッフが月1 回の目視・ 触診・ 打診・ 聴診

等を行い、 日常点検表の記録・ 保存を行

います。 点検作業は「 一般社団法人日本

公園施設業協会」 による「 遊具日常点検

講習会」 を受講済みのスタッフが行いま

す。  

c 定期点検： 本点検は、 年2 回（ 4 月、 7

月） 専門技術者が目視・ 触診・ 打診・ 聴

診等に加えて、 種 の々計測器を用いて施

設の安全性が確保されているかどうかを

点検・ 検査します。 点検作業は、「 一般

社団法人日本公園施設業協会」 が認定す

る「 公園施設製品安全管理士」 又は「 公

園施設製品整備技師」 と同等以上の知識

を有する外部の専門業者により実施しま

す。  

d 遊具の設置・ 撤去： ブランコ等の遊具に

ついては、 積雪前の 11 月に座板等の可

動部を撤去し、 倉庫に収納します。 そし

て、 雪解け後の 4 月に再設置します。 再

設置は、 専門の委託業者により行い、 併せてc の定期点検を実施します。  

作 業 項 目 回 数 備  考 

日常点検 １回/日 目視・ 触診による点検 

月次点検 １回/月 目視・ 触診・ 打診・ 聴診等による点検 

定期点検 ２回/年 ４月、 ７月 専門技術者による点検 

遊具の設置・ 撤去 ２回/年 ４月、 11 月 設置は定期点検に合わせて実施 

② ベンチ

a 日常点検： グリーンシーズンには、 スタッフが毎日の巡回時に目視点検を行い、 異

常箇所、 破損等を発見します。  

b 定期点検： 年２ 回（ ４月、 ７月）、 遊具と同様に、 専門的な知識や経験を有する専門

技術者により行います。  

c 特別清掃： グリーンシーズンには、 カラス・ ハト 等のフンによりベンチが汚れたと

きは、 適時拭き掃除を行います。  
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作 業 項 目 回 数 備  考 

日常点検 １回/日 目視による点検 

定期点検 ２回/年 ４月、 ７月 専門技術者による点検 

特別清掃 適時 拭き掃除 

③ 四阿・ パーゴラ

a 日常点検： グリーンシーズンには、 スタッフが毎日の巡回時に目視点検を行い、 異

常個所、 破損等を発見します。  

b 月次点検： 月１回の遊具点検の際に、 目視・ 打診を行います。  

c 定期点検： 年２ 回（ ４月、 ７月）、 遊具と同様に、 専門的な知識や経験を有する専門

技術者により行います。  

d 特別清掃： グリーンシーズンには、 適時掃き掃除・ 水洗い清掃を行います。  

e 雪下ろし： 積雪期は雪の重みによる損壊を防ぐため、 適時、 四阿屋根の雪下ろしを

行います。  

作 業 項 目 回 数 備  考 

日常点検 １回/日 目視による点検 

月次点検 １回/月 目視・ 打診による点検 

定期点検 ２回/年 ４月、 ７月 専門技術者による点検 

特別清掃 適時 掃き掃除、 水洗い清掃 

雪下ろし 適時 １月～３月、 園内四阿３箇所 

④ 門扉（ 日本庭園門扉・ 豊平川緑地ゲート ）

日常点検： 委託業者による門扉・ ゲート 開閉時には、 本体、 錠前、 ヒンジ部分に異常がな

いか点検し、 異常の報告を受けた場合には、 早急に対処します。  

【 中島公園での点検・ 清掃等】

① 水飲み台

a 開閉作業： ４ 月と 11 月に水飲み台の開放・ 閉鎖作業を行い、 閉鎖時には水抜きを

し、 凍結による破損を防ぎます。 冬期間はブルーシート で養生します。  

b 日常点検： グリーンシーズンには、 日常的に目視による点検を行います。  

掃き掃除 水洗い清掃
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c 月次点検： 積雪期を除き期間中、 スタッフが月１ 回の遊具点検を行う際に、 目視・

触診等の点検を行い、 破損や劣化等を確認します。  

d 定期点検： 年２ 回（ ４月、 ７月）、 遊具と同様に、 専門的な知識や経験を有する専門

技術者により行います。  

e 特別清掃： グリーンシーズンには、 適時蛇口等の拭き掃除を行います。  

作 業 項 目 回 数 備  考 

開閉作業 ２回/年 ４月開栓、 １１月閉栓、 水抜き、 養生 

日常点検 １回/日 目視による点検 

月次点検 １回/月 目視・ 触診等による点検 

定期点検 ２回/年 ４月、 ７月 専門技術者による点検 

特別清掃 適時 蛇口等の拭き掃除 

② 公衆ト イレ

a 日常点検・ 清掃： 現在、 夏期には７ 箇所すべてについて毎日、 冬期には開放する２

箇所について毎日清掃することで、 ト イレの衛生管理・ 美化に努め、 利用者が快適に

利用できるよう配慮します。 清掃時にはト イレの破損・ 詰まり・ 水道設備など、 施設

の点検も同時に行います。 このほか、 ト イレ清掃業者による点検・ 清掃も定期的に行

います。 また、 利用者の集中する土日祝日やイベント 開催時には、 公衆ト イレの巡回

頻度を増やしてこまめに清掃を行い、 快適で利用しやすい環境を保ちます。  

b 屋上清掃： 樹木の多い当公園では、 落葉によってト イレの屋上ダクト が詰まり、 雨

水や雪解け水が溜まることで、 雨漏りやひび割れなどが発生し、 施設の老朽化を早め

るおそれがあります。 積雪前にト イレ屋上の落葉清掃を行うことで施設の長寿命化を

図ります。  

作 業 項 目 回 数 備  考 

日常点検・ 清掃 １回/日 便器・ 手洗い場・ 床・ 壁・ 照明 

業者点検・ 清掃 ２回/週（ 冬期は１回／週） 便器・ 手洗い場・ 床・ 壁・ 照明 

屋上清掃 適時/積雪前 ト イレ屋上の落葉等除去 

ト イレ屋上 落葉清掃中 ト イレ屋上 落葉清掃後
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③ 集水桝・ 街渠枡・ U 型側溝

a 定期点検・ 清掃： 枡及び側溝は、 春と秋の年２ 回の定期清掃を行うことで、 排水不

良による溢水を防止します。  

b 臨時点検・ 清掃： 近年は札幌市内においても、 ゲリラ豪雨等の異常気象が増加の傾

向にあり、 また、 台風などの大雨が予想される場合には、 気象状況に注意し、 早め

に枡や側溝を重点的に点検し、 障害物の確認・ 除去を行うことで、 溢水を未然に防

ぎます。 また、 雨量が多い場合には巡回回数を増やし、 溢水のおそれがある場合は

速やかに必要な対応をとります。  

作 業 項 目 回 数 備  考 

定期点検・ 清掃 ２回/年 落葉、 泥除去（ 春・ 秋実施）  

臨時点検・ 清掃 適時 落葉期、 大雨・ 融雪・ 増水時等 

④ ロープ柵・ 防護柵

a 設置・ 撤去： 積雪期の水辺の安全対策として、 菖蒲池周囲へのロープ柵及びボート

保管場所周囲に防護柵を設置します。 積雪前の１ １ 月に設置し、 雪解け後の４ 月に

撤去します。 また、 ロープ柵については６ 月の「 札幌まつり」 開催時にも、 安全対

策として設置します。  

b 日常点検： スタッフが毎日の巡回時に目視点検を行い、 不具合を発見した際には、

速やかに安全処置及び修繕を行います。  

作 業 項 目 回 数 備  考 

ロープ柵 設置・ 撤去 ４回/年 11 月、 ４月及び６月の札幌まつり時 

防護柵 設置・ 撤去 ２回/年 １１月、 ４月 

日常点検 １回/日 目視による点検 

Ｕ型側溝清掃中 Ｕ型側溝清掃後
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⑤ 彫刻・ 記念碑等

a 日常点検： 公園内に設置された彫刻・ 記念碑等

は、 毎日の巡回において目視点検します。 軽微

な汚れは巡回時に拭き取ります。  

b 修繕作業： ペイント 等による落書きや破損等が

発生した場合は、 札幌市や警察に報告し対応を

協議します。  

c 市民協働作業： 市民ボランティ ア団体である「 札幌彫刻美術館友の会」 との協働で、

清掃作業や表面保護剤の塗布等のメンテナンス作業を定期的に行います。  

⑥ 園路灯

月次点検： 園内の園路灯は現在、 ほぼLED 化されています。 スタッフが月１回の点灯確認

を行い、 不具合を発見した際には、 速やかに安全処置及び修繕を行います。  

⑦ 管理事務所

a 定期清掃： スタッフが週 1 回行い、 快適な職

場環境を保ちます。  

b 倉庫整理・ 清掃： スタッフが週１ 回程度行い、

効率・ 衛生的な作業環境を整えます。  

c 機械警備： 専門業者に委託し、 火災や不法侵

入等に備えます。  

⑧ 園内清掃

年末年始を除く 毎日、 ごみ拾い等の清掃を行います。 また、 利用者の集中する土日祝日や

「 フリーマーケット 」 等のイベント 開催時には巡回と清掃を強化し、 利用者の快適性を確保

します。 さらに、 落葉時期には適時、 園路等の落葉清掃を行い、 美化・ 安全管理に努めます。  

また、 市民との連携・ 協働活動として実施してきた近隣教育機関や周辺団体との清掃活動

については、 相互に有益な活動となるよう継続します。  

作 業 項 目 回 数 備  考 

日常清掃 359 回/年 ごみ 

特別清掃 適時 ごみ・ 落葉・ 枝等 

イベント 後の園内の様子
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⑨ 河川・ 池・ 日本庭園滝清掃

鴨々 川・ 菖蒲池・ 日本庭園の滝は、「 清潔と美観の維持（ P.66）」 で述べたとおり、 市民

や観光客をもてなす親水空間として重点的に清掃を行い清潔と美観の維持に努めます。  

また、 鴨々 川を清流にする会・ クリーン鴨々 川清掃実行委員会が主催し、 社会貢献活動と

して多く の市民・ 団体が合同で実施している年１回の「 鴨々 川清掃運動」 への協力を継続し、

市民と一体となって河川と当公園の美観向上を図ります。  

作 業 項 目 回 数 備  考 

河川清掃 適時 ごみ・ 落葉・ 枝等 

池清掃 適時 ごみ・ 落葉・ 枝等 

日本庭園滝清掃 適時 ごみ・ 落葉・ 枝等 

【 豊平川緑地（ 上流地区） での点検・ 清掃等】

① 仮設ト イレ

a 開放作業： 保護シート の撤去を行い、 冬期間の破損点検と特別清掃・ 作動確認を行い

ます。 簡易水洗ト イレについては給水も行います。  

b 日常点検・ 清掃： 日常清掃時にト イレの破損・ 設備作動点検を行います。 また、 必要

に応じて給水するほか、 便槽貯留量を確認し、 適時汲み取りを依頼します。  

c 修繕作業： 不具合を発見した際には、 速やかに安全処置及び修繕を行います。 専門的

な修繕が必要な場合は、 専門業者に依頼します。  

d 閉鎖作業： 簡易水洗ト イレについては水抜き作業・ 不凍液注入を行い、 全仮設ト イレ

を保護シート により養生します。  

作 業 項 目 回 数 備  考 

開閉作業 ２回/年 ４月、 １１月 

日常点検・ 清掃 １回/日 ４月～１１月 

給水・ 汲み取り 適時 ４月～１１月 

② 緑地清掃

冬期間に投棄・ 放置されたごみ回収を雪解け後の４ 月

上旬に特別清掃として行います。 また、 定期清掃を４ 月

中旬から１ １ 月にかけて１ 日１ 回、 １ ２ 月から３ 月の冬

期間には週１ 回程度行います。 なお、 巡回や別の作業時

にごみ等を発見した際にも回収を行い、 常に美化・ 衛生

管理に努めます。  

作 業 項 目 回 数 備  考 

特別清掃 １回/年 ４月上旬 

定期清掃Ａ １回/日 ４月～１１月 

定期清掃Ｂ １回/週 １２月～３月 
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巡回・ 安全管理

【 基本的な考え】

① ハザードマップ等の活用による効果・ 効率の向上

巡回は、 ハザードマップを活用し、 季節や気象条件に応じて重点を決め、 効率的かつ効

果的に行います。  

② 巡回時のコミ ュニケーショ ン

当公園は、 豊平館・ 文学館・ コンサート ホールなど多数の公共施設が存在し、 周辺には

多く のホテルがあります。 様々 な目的を持って来園する市民・ 観光客が多いほか、 近隣住

民の日常生活の場としても親しまれています。 巡回時には、 公園利用者におもてなしの気

持ちを込めて積極的に「 声かけ」「 あいさつ」 を行い、 コミ ュニケーショ ンを取りながら、

利用者が不便・ 不安を感じる箇所・ 状況がないかチェックし、 迅速な改善に努めます。 豊

平川緑地においても同様に行います。  

③ マルチワーク化による効率化

毎日の巡回は、 公園・ 緑地内のごみ拾いを兼ねるとともに、 簡易な修理工具や救急用品

を携帯することで、 危険個所等の早急な改善や救急対応にも努めます。 当コンソーシアム

では巡回に限らず、 作業時には複数の職務を効率的に行うことで、 業務の効率化と利用者

へのサービス向上を図ります。  

【 中島公園・ 豊平川緑地（ 上流地区） 年間作業の具体的な実施要領】

売上金運搬

a 有料施設利用料金収入及び自主事業収入による売上金は、 緑化協会の規程に定める手

順により安全かつ適正に金融機関へ入金します。

b 有料パークゴルフ場の売上金は、 営業日毎の回収と金融機関への入金を警備業者へ委

託し、 安全かつ適正に公金を取り扱います。

【 中島公園での巡回・ 整備等】

① 園内巡回

a 公園の安全利用の確保や公園施設・ 工作物の点検のため、 園内巡回を１ 日１ 回行い

ます。 土日祝日やイベント 開催時など、 多く の利用者が見込まれる日は随時こまめ

に実施します。  

b スズメバチやカラス等が利用者に危害を加えるおそれがある場合、 専門業者への委

託を含め、 安全・ 適切な方法で撤去・ 駆除・ 措置します。  

c キツネの目撃情報があることから、 注意深く 情報を収集するとともに、 巡回時に発

見したフンを処理します。 エキノコックス症感染予防の観点から、 キツネの出没が

予想される区域に忌避剤の散布も検討します。  
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③ 救助用浮輪

a 水難事故に備え、 救助用浮輪１９台を春の雪解け増水時前に所定の場所に設置します。  

b 日常巡回の際には、 目視で点検を行うほか、 ５月から１０月まで月１回の定期点検を

実施する際には、 ロープをすべて引き出して正常使用に適するか点検します。  

c １１月上旬には撤去し、 当公園内倉庫で保管します。  

④ ゲート

当緑地内ゲート は、 夜間の車両進入防止を目的として、 ゲート の開閉を行い、 盗難、 車

両事故、 不法投棄などの犯罪を予防します。 閉鎖期間、 時間については駐車場の出入口、

駐車場内の目立つ位置に大きく 掲示し、 利用者の混乱が起こらないよう留意します。  

スポーツ施設管理

【 基本的な考え】

① 良好な環境の提供

豊平川河川敷という開放的な空間につく られたスポーツ施設として、 パークゴルフ場・

野球場・ テニスコート を常に良好なコンディ ショ ンに整え、 市民の健康増進活動に寄与し

ます。  

また、 豊平川の増水時は防災措置を最優先とし、 利用者やスタッフの安全を確保すると

ともに、 仮設物や備品を可能な限り搬出し施設被害の軽減を図ります。  

② 利用者サービスの充実

スポーツ活動の活性化を目指し、 利用者の声を反映したサービスを提供します。  

特に、 北海道発祥のスポーツであるパークゴルフのさらなる振興のために、 市民や旅行

者にその魅力を伝え、 パークゴルフへの参加のきっかけづく りとなる利用促進事業を実施

します。  

また、 野球場やテニスコート に関してもより多く の市民に楽しく 利用していただけるよ

う、 施設のコンディ ショ ンや備品を良好に維持することに努めます。  

【 スポーツ施設の基本的管理】

① 豊平川緑地パークゴルフ場

（ 有料： 南７条・ 南大橋パークゴルフ場、 無料： 南２２条パークゴルフ場）

ａ  有料施設である南７条パークゴルフ場及び南大橋パークゴルフ場では、 パークゴル

フに精通し利用者の立場に立った助言をいただける「 中央区パークゴルフ協会」 に

受付・ 運営業務を委託し、 連携して質の高い運営とサービス提供に努めます。  

ｂ  日常清掃・ 点検は、 緑地維持管理スタッフに加えパークゴルフ受付所スタッフも随

時行い、 きめ細やかな管理に努めます。  

ｃ  スタッフが巡回する際に、 パークゴルフコースや工作物、 備品の状態を点検し、 利

用者の安全確保と機能の保全に努めます。  
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南７条パークゴルフ場 南大橋パークゴルフ場

ｄ  コースの不具合や仮設工作物等の損傷があった場合は、 軽微なものであれば早期に

処置を施すほか、 時間や費用を要する案件に関しては対処方法を札幌市と協議し、

利用の制約が最小限に留まるよう努めます。  

ｅ  無料施設である南２２条パークゴルフ場については、「 豊平川中の島パークゴルフ

協会」 と連携しコースコンディ ショ ンの維持に努めます。  

② 豊平川緑地内野球場

（ 有料： 南２２条野球場３面、 無料： 少年野球場４面）

ａ  スタッフが巡回する際に、 施設の日常点検と清掃及びグラウンドの状態を確認しま

す。  

ｂ  整備作業時には、 内野グラウンドの耕耘、 不陸整正、 転圧、 表面整地、 外野芝生の

芝刈りを行います。  

ｃ  利用者の脚への負担を軽減する為の目安として、 定期的に硬度調査を行います。  

② 豊平川緑地内テニスコート

（ 無料： テニスコート ９面）

ａ  スタッフが巡回する際に、 日常点検としてコート と付帯施設の状態確認を行い、 施

設の良好な維持に努めます。  

ｂ  ごみや落葉等の飛散物を除去し、 利用者の安全確保と快適な利用環境を整えます。  

南２２条野球場 少年野球場
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徒渉池管理（ 南１２条徒渉池、 南２７条徒渉池、 南３０条徒渉池）

【 基本的な考え】

① 安全・ 安心な場の提供

主に幼児・ 児童を伴った家族連れが水遊びに訪れることから、 安全・ 安心を最優先事項

とし、 事故・ 怪我などの心配がない環境を整えます。 万が一、 事故・ 怪我などが発生した

場合に備え、 救護用品を配備するとともにスタッフに応急処置訓練を行います。  

② 清潔で衛生的な環境の確保

親水施設として清潔な環境を保つことは欠かせません。 しっかりとした清掃を行うとと

もに、 ごみの持ち帰り等の利用指導により利用者同士が互いに気持ちよく 過ごせるよう促

します。 また、 水質の管理を徹底し、 良質な水遊び環境を整えます。  

【 徒渉池の基本的管理】

① 南２７条徒渉池と南３０条徒渉池

ａ  開放前点検： 供用開始に合わせ施設の点検、 清掃を行い、 躯体の沈下部分や床材舗

装の剥離部分等については補修を行います。 併せて、 地下水汲み上げポンプ及び循

環ポンプの点検及び作動確認を行います。 また、 場内の簡易水洗ト イレが正常に作

動するか点検します。  

ｂ  日常管理： 開放期間中は 2 名の監視員を配置し、 １ 名は管理棟に常駐させ、 １名

は場内巡回・ 水質管理・ 清掃・ 点検・ 利用マナーの指導を行います。 また、 場内ト

イレの清掃とト イレット ペーパーの補充を行います。 なお、 監視員には専用の携帯

電話を常に所持させ、 緊急時の連絡に対処できるようにします。  

ｃ  特別清掃： 利用が急増する夏休み前には特別清掃を行います。 躯体や床材舗装の清

掃・ 水の入れ替えのほかに、 床材舗装の剥がれや危険箇所の点検を行い、 危険箇所

がある場合は早急に修繕します。 また、 この特別清掃の際には「 南２７条徒渉池」

と「 南３０条徒渉池」 のどちらか一方が利用可能となるよう作業スケジュールの調

整を行うほか、 前もって場内掲示、 ホームページ等での周知を行います。  

ｄ  水質管理： 毎日３回、 所定の３箇所での水質自主検査を実施して塩素濃度を測定し、

基準（ 0.4～1.0ppm） の範囲内であるかを確認し、 濃度調整します。 また、 毎月

１回、 札幌市保健所指定検査機関に水質検査を委託し、 プール管理指導要綱に準じ

た水質を実施します。  

ｅ  備品管理： 風速計測値が 5m/s 以上の場合はパラソルを閉じて、 破損・ 倒壊防止

及び飛散による事故防止に努めます。  

ｆ  閉鎖後管理： 営業終了後、 場内施設を点検し、 備品については清掃・ 修繕の後、 当

公園内倉庫で保管します。 循環水吹き出し口は、 シート で覆い保護します。  
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② 南１２条徒渉池

ａ  開放前点検： 南２７条・ 南３０条徒渉池と同様に行います。  

ｂ  日常管理 ： 開放期間中の巡回時に清掃・ 点検・ 利用マナーの指導を行います。  

ｃ  水質管理 ： 南２７条・ 南３０条徒渉池と同様に行います。  

ｄ  閉鎖後管理： 南２７条・ 南３０条徒渉池と同様に行います。  

③ その他の安全管理

豊平川緑地を通るサイクリングロードは、 各徒渉池のすぐそばを通るようになっていま

す。 そのため、 サイクリングロードを走行する自転車と徒渉池の利用者が混在し、 平成２

９年度には南３０条徒渉池で自転車と利用者の接触事故も発生しています。 ウォーターガ

ーデンの利用者数は増加傾向にあるため、 注意喚起や利用者への安全措置を札幌市と協議

しながら進めていきます。  

冬期の管理

【 基本的な考え】

① 施設の保全と安全・ 安心の確保

施設及び工作物等の冬期管理にあたっては、 利用者の安全確保、 降雪・ 積雪による破損

や、 除雪作業時に工作物を破損させないよう、 積雪前に施設・ 工作物の撤去や養生を行う

とともに、 工作物等の位置や作業手順の確認を行います。  

また、 積雪による劣化を防ぐため、 養生作業を行い、 施設・ 工作物の長寿命化を図りま

す。  

【 中島公園での具体的取組】

① 積雪期への備え

ａ  積雪や除雪作業による公園施設の損傷の恐れや、 雪に覆われた工作物の存在が確認

しづらく 安全管理上支障があると判断される箇所は、 降雪前にスノーポールを設置

します。  

南２７条徒渉池 南３０条徒渉池
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ｂ  遊具の撤去、 水飲み台の養生のほか、 ロープ柵等を設置して菖蒲池・ 鴨々 川への転

落防止措置に努めます。 必要と判断される場合には、 園内掲示板、 彫刻・ 記念碑等

の養生も行います。 現場での養生が困難な場合には撤去保管し、 春に再設置を行い

ます。  

② 除雪業務と動線確保・ 工作物保全

ａ  除雪業務： １０cm 以上の降雪があった場合に、 仕様書に定められた幹線園路や管

理事務所周辺の除雪を機械や人力で行い、 公園内の動線を確保します。 日中の降雪

量が多い場合には適時追加の除雪を行います。  

ｂ  安全対策： 作業時には補助誘導員を配置し、 歩行者や通行車両に十分注意して安全

最優先で作業を行います。 除雪した雪は通行の障害にならない場所に堆積します。

施設からの落氷雪や路面凍結等、 利用者やスタッフに危険が及ぶおそれのある箇所

は日常の巡回により早期に発見し、 砂の散布、 氷割り、 氷落とし等の対応を迅速に

行います。  

ｃ  施設の除雪： 管理事務所や四阿の屋根の雪下ろしを行い、 施設・ 工作物の雪による

損傷を防ぐとともに、 公園利用者への落雪による被害防止に努めます。  

ｄ  緊急対応： 暴風雪や大雪などの際には、 天候や利用状況を見極め迅速・ 適切に除雪

を行い、 園路の動線を確保します。  

ｅ  イベント 対応： イベント 等の実施に際しては、 主催者と調整して事前に除雪を行い、

イベント 参加者の利便性と快適性を高めます。  

【 豊平緑地（ 上流地区） での具体的取組】

① 積雪期への備え

ａ  パークゴルフ場・ 野球場・ テニスコート は利用期間終了後、 ネット などの備品類を

撤去し、 当公園内倉庫で保管します。  

ｂ  冬期間雪堆積場となる場所においては、 札幌市雪対策室と打ち合わせ、 積雪前と融

雪後に現地立会し、 芝生・ 施設等への損傷の有無を確認します。 特に南２２条野球

場は有料施設であるため、 営業開始時期の見極めと利用希望者への案内・ 告知がス

ムーズにできるよう調整します。  
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（ １） －３ 植物の生育管理

当公園・ 緑地の立地環境と植物の特性を十分考慮した年間作業計画を作成し、 樹木・ 草

花・ 芝生等を常に良好で健全な状態に生育管理します。 また、 管理作業の実施にあたっては、

来園者の利用と安全の確保に配慮しつつ適切な時期や方法を常に検討し、 効果的・ 効率的な

管理に努めます。  

【 中島公園植物生育管理の基本的考え】

明治の札幌の姿を今に伝える国の重要文化財である豊平館や伝統的日本庭園、 そし

て世界の音楽家を迎えるコンサート ホールなどの多彩な施設が立地する優れた景観と

調和した植物管理を行います。 特に樹木や芝生を健全に育成し、 歴史ある公園を訪れ

た人々 にやすらぎと安心を感じていただけるよう、 次の3 つをキーワードにして維持

管理業務を計画・ 実施します。  

① 水と緑

菖蒲池や藻岩山と公園樹・ 花修景とが織りなす美しい景観の保全に努めます。  

・ 菖蒲池の回遊・ 舟遊の魅力強化 

既存の「 サクラ」、「 フジ」、「 レンギョ

ウ」、「 アジサイ」、「 ハナショ ウブ」 などの

花木の根の養生、 枝の剪定、 施肥、 株分け

などにより健全な育成を図りながら充実さ

せ、 季節毎の見どころを強化し、 菖蒲池を

回遊・ 舟遊する際の移り変わる花修景の創

出に努めます。  

・ 藻岩山を借景とした景観構成 

パークホテルから見る藻岩山・ ボート 乗り場から見る藻岩山・ 芝生広場から見る藻

岩山等、 藻岩山を借景とした景観を意識して樹木管理を行います。 また、 近隣施設の

保有する樹木についても、 当公園の景色の一部と捉え、 一体とした景観の創出・ 保全

について提案・ 連携するよう努めます。  

② 伝える緑

歴史・ 文化を伝える「 みどり」 の保全と継承を行います。  

・ 日本庭園・ 八窓庵付近の意匠の伝承 

これまでに実施してきた日本庭園池内の

中島のマツの整枝剪定、 四阿生垣ハギ誘引、

北門付近の枝抜きによる林床照度回復、 造

園的整備（ 芝生補修、 林床植生整備） を継

続します。 また、 石庭内及び八窓庵周辺の

地被植物を保全するとともに、 日本庭園に

ふさわしい季節を感じさせる野草類の導入

を行います。  
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・ 老樹の保全 

当公園内の「 エゾヤナギ」、「 シダレウンリュウヤナギ」、「 ギョ リュウ」、「 イチョ ウ」、

「 ハウチワカエデ‘ 舞孔雀’」、「 シダレザクラ」 などの保全と継代のため、 樹木医によ

る診断・ 指導の下で、 マルチングによる保水、 施肥、 整枝剪定を行い樹勢回復に努め

ます。 また、 これらの樹木を含む当公園の樹木マップを引き続き配布し、 利用者への

情報提供と緑化啓発に努めます。  

③ 包む緑

都心の「 オアシス」 として、 快適な緑陰、 自然を感じさせる景観、 安全・ 安心な緑空間

を提供します。  

・ 快適・ 安全・ 安心を提供する高木類の保全管理 

危険木・ 支障木などについては、 札幌市と協議しながら剪定・ 伐採を行ってきまし

た。 今後も引き続き、 安全と景観そして固有種の保全に配慮した管理を進めていきま

す。 また林床の土壌改良や土壌硬化抑制のために、 当公園・ 緑地内で発生した植物残

渣を堆肥化・ チップ化し公園に還元します。  

・ 市民との連携による花木類・ 花修景の育成管理 

旧百花園周辺には、 歴史のあるバラ花壇

とともに、 シャクナゲ、 ハマナス、 ツツジ

などの低木類、 そしてラベンダーをはじめ

とするハーブ類が植栽されています。 この

エリアでは、 引き続き市民と連携しながら

一年草や球根植物による花修景づく りを進

めていきます。  

・ 爽快感・ 清潔感を与える芝生の管理 

利用頻度や景観構成等により、 芝生や草地の管理を４ 段階にランク分けし管理して

きました。 今後もランク分けによる効果的・ 効率的な維持管理を行い、 緑鮮やかな景

観づく りに努めます。  


